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1. はじめに 
1.1 研究背景 
歴史的建造物がその地域の歴史を体現する重要な都市

インフラであるように、道筋や街道もまた地域の歴史を

示す重要なインフラであるといえる。歴史的建造物は明

治期以降、古社寺保存法（ 1897）や重要文化財指定
（1951）などの点的な保存に始まり、古都限定ではあっ
たものの群としての建造物保存を目指した「古都におけ

る歴史的風土の保存に関する特別措置法（1966）」、そし
て一般的な伝統的集落や町並みを保存対象とした伝統的

建造物群保存地区制度（1975）へと展開を見せた。 
こうした歴史的建造物保護に対する一連の動きは、当

時の日本の経済高度成長や都市化、工業化によって自ら

の地域の伝統的な環境が失われることに対する地域の

人々の危機感から生じたといえる。 
一方、都市化や近代化によって失われるのは歴史的建

造物のみではなかった。近代以前の地域形成や文化の移

入などに影響を与え、古くから文物や人々の交流の部隊

となってきた道1もまた、交通近代化や都市化により拡張

あるいは経路変更など様々な変容を受けてきた。 
1.2 研究目的 
	 こうした問題意識を踏まえ、本研究では文化庁が 1970
年代の開発ラッシュによって変容していく旧街道に危機

感を抱き、旧街道を政策的に保全することを試みた政策

である「歴史の道」に着目し、政策の思想とその後の展

開について考察するものである。 
1.3 既往研究 
	 「歴史の道」事業に関しては、文化庁が昭和 25年の文
化財保護法公布以降展開してきた政策を自ら整理した

「文化財保護法五十年史」においても史跡整備（交通関

連遺跡の整備）の項で簡潔に触れられているに過ぎず、

関連年表においては記述すら見られない。 
	 学術論文においても「歴史の道」事業に関する言及は

極めて少なく、本事業は我が国における歴史的環境保全

の政策の中では十分に位置づけられているとは言えない。 
2. 歴史の道事業の構想 
	 歴史の道事業は、1960 年代後半から文化庁内で構想が
あった。具体的な議論がなされるのは 1976 年で、1966
年の「風土記の丘」構想2及び 1975 年の「伝統的建造物

群保存地区」の構想に続く、歴史的環境の広域的保存を

目指す事業であった。1977 年に予備調査を経て 1978 年よ
り本格的に奥の細道（宮城県）、中山道（岐阜県）、熊野

参詣道（和歌山県）を対象に事業が開始された。これら

の旧街道が選定された理由は、その前から旧街道を保存

しようとする動きが地域にあったからである。 
３. 歴史の道事業の概要（1977年補助要綱） 
	 歴史の道事業は調査費補助と整備費補助より構成され

た（表 1）。要綱より歴史の道事業の特徴を読み解くと、
次の特徴を見いだすことができる。 
1) 調査対象区域 
	 調査費補助の要綱では、調査対象とする区間を「（街道

の）両側それぞれ約 1km 幅の街道等文化圏」としており、
文化庁としてそのエリアを保護対象区域として認識して

いたことが伺える。なお、「1km 幅」の根拠については不
明である。また、調査対象は歴史資源の歴史的意義及び

変遷だけでなく、それらがどのような保存管理の状態に

置かれているのかまで整理することが求められているの

も特徴である。 
2) 保全主体と方法 
	 整備費補助要綱の[8. 事業終了後における管理について]
において、「事業終了後の「道」及びこれらに沿う地域の

管理及び保全については、原則として当該市区町村にお

いて条例等を定めて行うものとする」と明記されている。

これは、伝統的建造物群保存地区と同様、市町村による

保存計画策定を期待したものと考えられる。 
3) 調査から保全へのプロセス 

表 1	 「歴史の道」事業の要綱	 
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	 歴史の道は、まず調査費補助要綱に従い街道の調査を

行う。整備費補助要綱によると、基礎調査の結果、a) 開
発による破壊度が少なく、「道」自体及び「道」と密接な

関係を持つ歴史的遺産、自然環境等が往時の歴史的環境

を良く留めていること、b) 地元の保存意欲が高い地域、
から文化庁が決定した街道に関して整備費補助がなされ

る。整備を踏まえ、条件の整ったものを文化財（史跡）

に指定する3こととされており、伝統的建造物群保存地区

を含む一般的なプロセス（調査→文化財指定→整備）と

は異なるプロセスを経る。 
4) 調査報告の重視 
	 歴史の道調査費補助要綱は、報告書を道・運河ごとに

分冊するよう明記されている4。歴史の道事業の報告書に

ついては度々文化庁内外でそれ自体が言及されており、

文化庁としては旧街道を学術的・歴史的観点から整理し、

それを公表することにも重点を置いていたと考えられる。 
 
4. 「歴史の道」調査事業の全国展開 
	 1978 年に和歌山県熊野街道、岐阜県中山道、宮城県奥
の細道を対象に始まった歴史の道事業は翌年以降、全国

に展開を見せた（図１）。事業開始から 10 年間に 22 県で
国庫補助による調査事業が実施され、現在までに 42 都道
府県にて実施され数多くの報告書が刊行されている。調

査事業及び整備事業を経て史跡登録に至る街道区間も存

在する。 
	 1996 年に歴史の道に関する補助事業要項を「歴史の道

整備活用推進事業」に改訂した。これは、1) 歴史の道を
軸として周辺文化財を取り込んだ整備・活用計画の策定、

2)指導員の養成・研修や歴史の道に関するガイドブック作
成等のソフト事業を補助対象に拡充したものである。こ

れにより、全国で歴史の道整備活用計画が策定されるよ

うになっている。 
5. まとめ 
	 歴史の道事業は、文化財保護に対する地域の自主性・

主体性を重んじる思想と「風土記の丘」構想や伝統的建

造物群保存地区等の 1960 年代から 1970 年代に見られた
広域的保存の意図を受け継いだ事業であったと言える。 
	 今後は、歴史の道調査・整備事業の実施が地域にもた

らした変容を明らかにすることが必要である。また、

1996 年の国庫補助要綱改正により新たに補助対象となっ
た歴史の道整備活用総合計画についても、各県の計画意

図や計画の特徴を読み解く必要がある。 
                                                             
1 文化財保護法五十年史 
2 歴史的風土特性をあらわす古墳、城跡などの遺跡等が多
く存在する地域の文化遺産の広域保存と環境整備、資料

館等の設置を行う事業のこと。 
3 伊藤正義「歴史の道整備活用推進事業」より 
4 報告書の構成は、1)道・河川・運河等に残る文化財及び
江戸時代の国界・藩界・郡名を五万分の一地図にプロッ

トしたもの、2) 道・運河の歴史的意義、3)河川の歴史的
変遷等と定められている。 
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